
自転車指導啓発重点地区・路線（函館中央警察署）

重点地区で、
よく見られる自転車利用者の違反形態
➢ 歩道で徐行や一時停止をしない
➢ 信号無視 ➢ 右側通行
➢ 無灯火

★自転車を運転する人は次の点に気を付けましょう！★
１ 歩道は、歩行者優先！

自転車が通行できる歩道でも、車道寄りを走行しましょう!
歩行者が立ち止まったり、避けなければならない時は一時停止をしましょう。

２ 信号を守る！
歩道通行時は、歩行者用の信号機に従いましょう。

３ 車道を走る場合は左側通行が原則！
右側通行は絶対ダメ！他の車両と衝突の可能性が増し危険です！

４ 夜間は自分の身を守るためにもライトをつけましょう！
夜間や薄暮時間帯に自転車に乗るのであればライトは必須です！

函館中央警察署では、自転
車運転者の信号無視等に対し、
指導警告を行うとともに、悪
質・危険な交通違反に対して
は検挙措置を講ずるなど、

函館中央警察署の自転車指導啓発重点地区・路線
① 函館市五稜郭町地区 ② 函館市昭和３丁目６番～美原１丁目３番 道道函館上磯線
③ 函館市梁川町５番～杉並町２３番 道道五稜郭公園線及び道道函館南茅部線

★選定理由★
商業施設が混在し、通勤・通学、買い物等で歩行者や自転車利用

者が集中して、交通事故発生の危険性が高いため。

函館中央警察署自転車指導啓発重点地区・路線マップ

重点路線② 道道函館上磯線
➢違反や事故の状況
・商業施設が多くあり、買い物等で
の自転車利用者が多く、歩道通行や並
進する自転車が多い。
・歩道上でスピードを出す自転車
が多く、歩行者や自転車同士の接
触事故が多い。
また、交差点における自動車と

の巻き込み事故も多い。

出典：国土地理院地図

重点路線③ 道道函館南茅部線
➢違反や事故の状況
・繁華街であり、通勤・通学、買い物等での自
転車利用者が多く、歩道通行や並進する自転車
が多い。
・歩行者と自転車の接触事故や交差点における
自動車との巻き込み事故も多い。
・夜間も自転車利用者が多く往来し、無灯火の
自転車が見受けられやすい。

重点地区① 五稜郭地区
➢違反や事故の状況
・通勤・通学での自転車利用
者が多く、歩道通行や並進する自
転車が多い。
・自転車の信号無視や車道の右側
通行が見受けられやすい。
・歩行者と自転車の接触事故や
交差点における自動車との巻
き込み事故も多い。


